
　昨年１１月３０日に連合沖縄が結成されて

３０周年を迎え、連合がめざす社会と運動の

再構築として、取り巻く環境の変化に対応し

うる新たな連合ビジョン「働くことを軸とす

る安心社会　―まもる・つなぐ・創り出す―」

を策定し邁進することになりました。

　連合が未来に向かいめざす社会像とは、誰

もが公正な労働条件のもと、多様な働き方を

通じて社会に参加でき、社会的・経済的に自

立することを軸とし、それを相互に支え合い、

自己実現に挑戦できるセーフティネットが組

み込まれている活力ある参加型社会です。加

えて「持続可能性」と「包摂」を基底に置き、

年齢や性、国籍の違い、障がいの有無などに

かかわらず多様性を受け入れ、互いに認め支

え合い、誰一人取り残されることのない社会

です。

　現在、県内の観光産業を中心にサービス業

や建設業、運輸業等好調な経済情勢の中で労

働力不足が深刻化していますが、この県内経

済を持続的なものにしていくには、労働者一

人ひとりが働きがいを持って能力を十分に発

揮でき、健康で働き続けることのできる職場

環境を構築し、労使双方にとって「人材の確保」

と「人材育成」に向けた職場の基盤整備が不

可欠といえます。

　また、県内の企業の９割は中小企業・小規

模事業者といわれ、「働き方改革関連法」の施

行で法令遵守が求められてきますが、労務管

理が出来ていない企業も多く、職場・事業所

における労働者の「働き方」を取り巻く環境

について正しくワークルールを学び理解して

いく機会も「労使」が一体となって積極的に

取り組まなければならないと思います。

　このような就労状況を改善していくには、

すべての働く者の賃金の「底上げ」「格差是正」

であり「底支え」によって改善をはかり企業

の離職率や人手不足解消につながり、生産性

の向上に結び付くことになります。

　連合沖縄は、社会に広がりのある運動を創

り上げるとともに、積極的に社会的対話を通

じて、様々な課題の解決に着実に取り組み、「働

くこと」に軸を置いた働く仲間一人ひとりの

尊厳とくらしを「まもり」、働く仲間と地域社

会を「つなぎ」、地域社会・経済の新たな活力

を「創り出す」ことで、すべての働く仲間・

生活者の身近な存在として、助けが必要なと

きに寄り添い、ともに進み、頼りになる拠り

どころへ取り組む決意です。

　そして「働くことを軸とする安心社会」を

支える基盤として、公正・公平な制度の確立

を求め、企業における社会的責任の履行促進

と新たな時代に相応しい生産性運動の深化に

より、所得再分配機能の強化をはかり、公平

な負担による分かち合う社会の実現に向けて、

産業・雇用の創出と持続的成長、自然災害へ

の備えと人口減少・超少子高齢化時代に対応

できる地域づくりを推進していくために「公

労使」が知恵を出し合い、実践していくため

のプラットホームを構築していけるよう取り

組んでいきます。
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令和元年（2019年）労働組合基礎調査結果の概要

１ 労働組合及び労働組合員の状況

令和元年６月30日現在における沖縄県の労働組合数は482組合、労働組合員数は

57,950人で、前年に比べ、労働組合数は３組合の減（△0.6％）、労働組合員数は676人の

増(1.2％)となった。

また、推定組織率は、9.3％となり、前年より0.2ポイントの低下となった。

（第１表、第１図）
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第１図 労働組合員数及び推定組織率の推移
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組合員数 (%) 組合数 組合員数 組合数 組合員数

26 497 58,034 563,000 10.3 △ 2 △ 115 △ 0.4 △ 0.2
27 497 57,069 579,000 9.9 0 △ 965 0.0 △ 1.7
28 500 57,155 585,000 9.8 3 86 0.6 0.2
29 489 56,961 610,000 9.3 △ 11 △ 194 △ 2.2 △ 0.3
30 485 57,274 603,000 9.5 △ 4 313 △ 0.8 0.5

令和元年 482 57,950 622,000 9.3 △ 3 676 △ 0.6 1.2
（注） 1.「雇用者数」は、「労働力調査」の各年６月分の数値である。

第１表 労働組合数、労働組合員数及び推定組織率の推移

対前年増減数 対前年増減率（％）労働
組合数

雇用者数年
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２ 産業別の状況

労働組合員数を産業別にみると、「公務」が最も多く、10,528人(全体の18.2％)、次い

で、「卸売業，小売業」が6,826人(同11.8％)、「金融業，保険業」が5,818人(同10.0％)、

「医療，福祉」が5,783人(同10.0％)、 「教育，学習支援業」が5,685人(同9.8％)、「サ

ービス業（他に分類されないもの）」が5,682人(同9.8％)の順となっている。

労働組合員数の増加が大きかった産業は、「運輸業，郵便業」が730人、「金融業,保険

業」が174人となっている。減少が大きかった産業は「公務（他に分類されるものを除

く）」が353人、「教育，学習支援業」と「サービス業（他に分類されないもの）」が63人

であった。（第２表）

組合数 組合員数 組合数 組合員数 組合数 組合員数

482 57,950 100.0 100.0 △ 3 676 △ 0.6 1.2

1 10 0.2 - 0 0 0.0 0.0

0 0 0.0 0.0 0 0 - -

15 1,711 3.1 3.0 0 114 0.0 7.1

39 1,486 8.1 2.6 0 21 0.0 1.4

28 2,114 5.8 3.6 0 1 0.0 0.0

22 1,870 4.6 3.2 1 7 4.8 0.4

67 4,967 13.9 8.6 0 730 0.0 17.2

35 6,826 7.3 11.8 △ 1 161 △ 2.8 2.4

39 5,818 8.1 10.0 0 174 0.0 3.1

7 220 1.5 0.4 0 0 0.0 0.0

12 405 2.5 0.7 0 1 0.0 0.2

12 1,028 2.5 1.8 0 23 0.0 2.3

2 33 0.4 0.1 0 △ 1 0.0 △ 2.9

26 5,685 5.4 9.8 △ 1 △ 63 △ 3.7 △ 1.1

37 5,783 7.7 10.0 0 △ 20 0.0 △ 0.3

41 3,684 8.5 6.4 △ 1 △ 53 △ 2.4 △ 1.4

10 5,682 2.1 9.8 △ 1 △ 63 △ 9.1 △ 1.1

87 10,528 18.0 18.2 0 △ 353 0.0 △ 3.2

2 100 0.4 0.2 0 △ 3 0.0 △ 2.9
(注) 1.「分類不能の産業」は、複数の産業の労働者で組織されている労働組合である。

2.「－」は、該当数値はあるが四捨五入の結果、表象単位に満たない数値、又は算出でき
ない数値である。

対前年増減数 対前年増減率(%)構成比(%)労働
組合数

労働
組合員数

産　　　　　業

農業，林業，漁業

全　産　業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

分類不能の産業

第２表　産業別組合数、労働組合員数　　　　　　　

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

公務（他に分類されるものを除く）

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）
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３ 企業規模別（民営企業）の状況

民営企業の労働組合員数は、33,301人で、前年に比べ1,138人増加（3.5％）した。

これを企業規模別にみると、1,000人以上規模が18,204人（全体の54.7％）、次いで、

100～299人規模が6,275人（同18.8％）、300～999人規模が4,514人（同13.6％）、30～99

人規模が2,501人（同7.5％）となっている。（第３表）

４ 適用法規別の状況

適用法規別の労働組合員数をみると、「労組法（労働組合法）」が39,135人（全体の

67.5％）、次いで、「地公法（地方公務員法）」13,806人（同23.8％）、｢地公労法（地方

公営企業等の労働関係に関する法律）」3,116人（同5.4％）の順となっている。

前年に比べ、増加幅が大きかったのは「労組法」1,146人となっている。逆に、減少幅の

大きかったのは、「地公労法」439人となっている。（第４表）

組合数 組合員数 組合数 組合員数 組合数 組合員数

計 369 33,301 100.0 100.0 △ 1 1,138 △ 0.3 3.5
1,000人以上 108 18,204 29.3 54.7 △ 1 963 △ 0.9 5.6
300人～999人 37 4,514 10.0 13.6 0 △ 118 0.0 △ 2.5
100人～299人 88 6,275 23.8 18.8 1 161 1.1 2.6
30人～99人 78 2,501 21.1 7.5 0 21 0.0 0.8
29人以下 49 554 13.3 1.7 △ 2 △ 9 △ 3.9 △ 1.6
その他 9 1,253 2.4 3.8 1 120 12.5 10.6

(注)「その他」は、複数の企業の労働者で組織されている労働組合である。

第３表　企業規模別（民営企業）組合数、組合員数

構成比(%) 対前年増減数 対前年増減率(%)労働
組合数

労働
組合員数

企業規模

組合数 組合員数 組合数 組合員数 組合数 組合員数

計 482 57,950 100.0 100.0 △ 3 676 △ 0.6 1.2
労組法 374 39,135 77.6 67.5 △ 2 1,146 △ 0.5 3.0
行労法 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0

地公労法 11 3,116 2.3 5.4 1 117 10.0 3.9
国公労 38 1,893 7.9 3.3 0 △ 148 0.0 △ 7.3
地公法 59 13,806 12.2 23.8 △ 2 △ 439 △ 3.3 △ 3.1

構成比(%) 対前年増減数労働
組合数

労働
組合員数

注1）「労組法」は「労働組合法」、「国公労」は「国家公務員法」、「地公法」は「地方公務員
法」の略称である。

注2）「行労法」は「行政執行法人の労働関係に関する法律」の略称で、従来の「特定独立行政法
人の労働関係に関する法律」が平成26年6月13日に改正されたものである。また、「地公労法」は
「地方公営企業等の労働関係に関する法律」の略称である。

第4表　適用法規別組合数、組合員数 　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対前年増減率(%)
適用法規
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５ 上部団体別の状況

上部団体別に労働組合員数をみると、「日本労働組合総連合会沖縄県連合会（連合沖

縄）」は、41,452人で、前年に比べ873人増加（2.2％）し、労働組合員数全体に占める割

合（構成比）は71.5％で、前年より0.6ポイント上昇した。

「沖縄県労働組合総連合（県労連）」は、3,978人で、前年に比べ229人減少（△5.4％）

し、構成比は6.9％で、前年より0.4ポイント低下した。

連合沖縄、県労連のいずれにも加盟していない「その他」は、12,520人で、前年より32

人の増加（0.3％）、構成比は21.6％で、前年より0.2ポイント低下した。（第５表）

６ パ－トタイム労働者の状況

パ－トタイム労働者の労働組合への加入状況をみると、加入労働組合数は70組合、パー

トタイム労働組合員数は5,527人で、前年に比べ22組合増加（45.8％）し、パートタイム労

働組合員数は620人増加（12.6％）となっている。

労働組合員数全体に占めるパートタイム労働組合員数の割合（構成比）は9.5％で、前年

に比べ0.9ポイント上昇し、また、推定組織率は3.6％で、前年より0.3ポイント上昇した。

（第６表）

構成比
(%)

組合数 組合員数 組合数 組合員数

26 85 5,350 9.2 138,000 3.9 12 167 16.4 3.2

27 87 5,169 9.1 137,000 3.8 2 △ 181 2.4 △ 3.4

28 72 5,089 8.9 139,000 3.7 △ 15 △ 80 △ 17.2 △ 1.5

29 59 4,915 8.6 146,000 3.4 △ 13 △ 174 △ 18.1 △ 3.4

30 48 4,907 8.6 147,000 3.3 △ 11 △ 8 △ 18.6 △ 0.2
令和元年 70 5,527 9.5 152,000 3.6 22 620 45.8 12.6

第６表　パ－トタイム労働者の労働組合数、労働組合員数及び推定組織率の推移

（注）「短時間雇用者数」は、「労働力調査」の各年６月分の数値である。

労働
組合員数

労働
組合数

年
短時間

雇用者数

対前年増減数 対前年増減率(%)推定
組織率
(%)

組合数 組合員数 組合数 組合員数 組合数 組合員数

計 482 57,950 100.0 100.0 △ 3 676 △ 0.6 1.2
連合沖縄 321 41,452 66.6 71.5 △ 1 873 △ 0.3 2.2
県労連 42 3,978 8.7 6.9 0 △ 229 0.0 △ 5.4
その他 119 12,520 24.7 21.6 △ 2 32 △ 1.7 0.3

構成比(%) 対前年増減数

第５表　上部団体別労働組合数及び労働組合員数

対前年増減率(%)労働
組合数

労働
組合員数

産　　業
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新型コロナウイルス感染症関連の相談窓口及び支援策について

１．労働相談窓口について（労働者・事業主向け）
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、労働相談のある方は、(1) ～ (5) の窓口まで
ご相談ください。
　　・労働者の方　賃金等労働条件に関する相談。退職、解雇労働条件引き下げに関す
　　　　　　　　　る相談　等
　　・事業主の方　労務管理（賃金の支払い、休業手当の支給等）に関する相談　等

　(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による特別相談窓口（労働者・事業主向け）
　　 開設場所：沖縄労働局雇用環境・均等室（那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第２地方
　　　　　　　 合同庁舎１号館３階）
　　 電話番号：098-868-6060
　　 開設時間：8:30 ～ 17:15（土・日・祝日除く）

　　(2) 一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合の助成 ( 雇用調整助成
　　　　　金 )に関する相談窓口（事業主向け）
　　 開設場所：沖縄労働局職業対策課（那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第２地方合同庁
　　　　　　　 舎１号館３階）
　　 電話番号：098-868-3701
　　 開設時間：8:30 ～ 17:15（土・日・祝日除く）

　　(3) 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休校等により仕事を休まざるをえなくな
　　　　　った保護者の皆さんを支援するための助成等（新型コロナウイルス感染症による小学校　
　　　　　休業等対応助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金）に関する相
　　　　　談窓口
　　 問い合わせ先：学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
　　 電話：０１２０－６０－３９９９、受付時間：９：００～２１：００（土日・祝日含む）

　　(4) 沖縄県女性就業・労働相談センター（労働者・事業主向け）
　　 開設場所：労働相談窓口（那覇市泉崎 1-20-1 カフーナ旭橋Ａ街区６階グッジョ
　　　　　　　 ブセンターおきなわ内）
　　 電話番号：0120-610-223（フリーダイヤル）
　　 開設時間：9:00 ～ 19:00（日・祝日除く）

　　(5)グッジョブ相談ステーション（事業主向け）
　　 開設場所：雇用に関する相談窓口（那覇市泉崎 1-20-1 カフーナ旭橋Ａ街区６階
　　　　　　　 グッジョブセンターおきなわ内）
　　 電話番号：098-941-2044
　　 開設時間：9:00 ～ 17:00（土・日・祝日除く）

２．その他経営全般に関する経営相談窓口について（事業主向け）
　新型コロナウイルス感染症の流行により、事業経営に影響を受ける又はその恐れのあ
る中小企業・小規模事業者等を対象として、県内の中小企業支援機関に「経営相談窓口」
が設置されています。
　これらの窓口では、売上の回復、販路開拓等に向けた助言・指導、事業計画の策定支
援など、経営全般に関する各種相談に対応しておりますので、ぜひご活用ください。
・沖縄県商工会連合会　　　　　　TEL：098-859-6150（※その他、各地域の商工会でも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　相談対応しています。
・那覇商工会議所　　　　　　　　TEL：098-868-3758
・浦添商工会議所　　　　　　　　TEL：098-877-4606
・沖縄商工会議所　　　　　　　　TEL：098-938-8022
・宮古島商工会議所　　　　　　　TEL：0980-72-2779
・沖縄県中小企業団体中央会　　　TEL：098-860-2525



 

・沖縄県中小企業支援センター（沖縄県産業振興公社） TEL：098-859-6237
・沖縄県よろず支援拠点 TEL：098-851-8460
・中小機構 沖縄事務所 TEL：098-859-7566
・沖縄振興開発金融公庫（本店）TEL：098-941-1795 （※その他、各支店でも相談対

応しています）
・商工中金 那覇支店 TEL：098-866-0196
・沖縄県信用保証協会 TEL：098-863-5300
・新型コロナウイルスに関する経営相談窓口（沖縄総合事務局中小企業課）

TEL：098-866-1755

※ 上記以外にも、県内の各銀行・信用金庫等の金融機関においても、金融支援等の
経営相談に対応しています。

３．中小企業等向け支援策について
(1)中小企業セーフティネット資金（県融資制度）
県では、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小企業の皆様に金融支援を行うため、

県融資制度「中小企業セーフティネット資金」の融資対象４（災害等被害対応貸付）、融資対象
５（セーフティネット保証４号のみ）、融資対象６（危機関連保証）の取扱いを下記のとおり行
います。

記

１ 融資対象者
事業歴が１年以上で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者、協同組合等

２ 融資対象となる地域 沖縄県内の全市町村
３ 資金使途 災害等被害対応に係る事業資金
４ 融資限度額 運転・設備併せて3,000万円（融資対象４は一般保証枠適用、融資対象５、６

は一般保証枠と別枠の保証枠を適用）
５ 融資期間 運転７年（据置１年）、設備10年（据置１年）
６ 融資利率 融資対象４：0.90％、融資対象５、６：0.80％
７ 保証料率 0％（保証料については県が全額負担致します）
８ 金融機関への融資申込期間 令和２年２月３日から（設備資金は令和２年３月18日から）
９ 融資申込みの方法

１⃣ 融資対象４
市町村長若しくは商工会会長（商工会議所会頭）から融資対象認定書を取得後、当該認定書

を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。
２⃣ 融資対象５、６

市町村長から認定書を取得後、当該認定書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融
機関に融資を申し込む。

10 取扱金融機関
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫
沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行

手
続 ①融資対象認定申請 ③融資申込 ④保証依頼
フ ※融資対象４は商工会、

ロ 商工会議所でも受付可能

｜
図 ②融資対象認定書発行 ⑥融資実行 ⑤保証承諾

【問合せ先】

沖縄県商工労働部中小企業支援課（金融班）

電話：098-866-2343 FAX：098-861-4661

※最寄りの市町村商工担当課、商工会若しくは商工会議所でも相談可能です。

※商工会、商工会議所に会員加入していなくても相談可能です。

市 町 村

商 工 会
商工会議所

※商工会、

商工会議所は

融資対象４のみ



【問い合わせ先】
沖縄労働局 職業対策課 TEL：098-868-3701
住所：那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第２地方合同庁舎１号館３階

（2）雇用調整助成金（沖縄労働局）
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 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは*

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については
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雇用保険適用事業所の事業主であること。
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´ 審査に必要な書類等を整備・保管していること
¨ 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
Ø 管轄労働局等の実地調査を受け入れること M

労使間の協定により休業等をおこなうこと。
休業手当の支払いが労働基準法第Ð½条の規定に違反していないものであること。
判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働
延日数の１／２０（大企業の場合は１／１５）以上となるものであること。

³©/012は、最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。
支給の円滑化のため、書類等の整備や休業手当の算定方法の整理にご協力ください。
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令和２年４月１日から、
すべての雇用保険被保険者について
雇用保険料の納付が必要となります

厚生労働省

御不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。

のみなさまへ

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経
過措置として、平成29年１月１日から令和２年３月31日までの
間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。

雇用保険被保険者を雇用する事業主
雇 用 保 険 被 保 険 者

令和２年４月１日からは、高年齢労働者※

についても、他の雇用保険被保険者と同様に
雇用保険料の納付が必要となります。

（※）保険年度の初日（４月１日）において満64歳以上である労
働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を
指します。
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就業規則は、だれがどのように作成するのですか就業規則は、だれがどのように作成するのですか

　職場で働く場合に、労働時間や休憩、時間外労働、休日などについて、上司に確認すると

上司から「就業規則で確認して」と言われました。また、同僚が休職したいと申し出たとき　　

に「わが社は、就業規則に休職制度はないので、役員と相談して」と言われました。

　そもそも就業規則は誰が作成するのですか、また就業規則に書いてなければ、何もできな

いのですか。教えて下さい。

ポイント

①労働者が安心して働ける明るい職場づくりのために労働時間や賃金、人事・服務規律などを定

　めます。常時１０人以上の労働者を使用する事業場においては、これを作成しまたは変更する

場合に、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません（労基法第 89 条）

②就業規則を作成する際には、絶対的記載事項（法で定めた必ず記載すべき事項）と相対的記載

　事項（会社で任意に定めた事項）があります。（労基法第 89 条）

③就業規則を作成したら、労働者全員に周知（知らせる）しなければいけません

解説

1. 労働時間や休日、賃金、退職に関することなどは、絶対的記載事項ですので、就業規則を確

　認することが大切です。

2. 休職に関することや退職金、懲戒に関することなどは、相対的記載事項ですので、それぞれ

　の会社で定めることができます。自社の就業規則で休職の項目があるか確認して下さい。

3. 常時 10 人以上の労働者が働いている場合は、就業規則を作成して、労働者全員に周知しなけ

　ればいけませんが、周知の方法は色々あります。会社側から説明会を行う、労働者がいつでも

　見える場所に置いておく、電子媒体等で周知するなどです。

　就業規則に記載がなければ、会社の制度が利用できないというものでもありません。例えば、

休職の定めがなくても会社の承認により、一定期間の休職を認めることもできます。就業規則は、

会社の働き方の原則ですが、その運用はある程度柔軟に行われています。

　就業規則を作成し、又は変更する場合の所轄労働基準監督署長への届出については、労働者の

過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は

労働者の過半数を代表する者の意見書を提出します。

　社内で就業規則の学習会を行って会社の服務規律を理解するのも良い機会です。

お問合せ先 「沖縄県女性就業・労働相談センター」　　　　　　　 

　　　　　　労働相談フリーダイヤル ０１２０－６１０－２２３  TEL ０９８－９４１－４７５０

相　談　内　容相　談　内　容

相　談　回　答相　談　回　答
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